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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】令和2年6月18日(2020.6.18)

【公表番号】特表2019-514746(P2019-514746A)
【公表日】令和1年6月6日(2019.6.6)
【年通号数】公開・登録公報2019-021
【出願番号】特願2018-556964(P2018-556964)
【国際特許分類】
   Ｂ３２Ｂ   5/02     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  29/02     (2006.01)
   Ｈ０２Ｋ   3/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ３２Ｂ    5/02     　　　　
   Ｂ３２Ｂ   29/02     　　　　
   Ｈ０２Ｋ    3/30     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年4月27日(2020.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気絶縁物として使用するために適した積層体構造物であって、
ａ）９０～９９重量パーセントの均一に分散されたか焼マイカと、１～１０重量パーセン
トの支持材料とを含む第１の紙層であって、前記支持材料の重量による大部分は、フロッ
クの形態である、第１の紙層と、
ｂ）一方向フィラメント、または一方向ヤーン、または織ヤーンを含む支持体層であって
、第１および第２の面を有する支持体層と
を含み、
前記支持体層の前記第１の面は、前記第１の紙層の面に直接結合され、
前記積層体構造物は、１５ｋＶ／ｍｍ以上の絶縁耐力、４００秒以下のガーレイ多孔度お
よび６０重量パーセント以上の全マイカ含有量を有する、積層体構造物。
【請求項２】
　前記フロックは、アラミド、セルロース、酢酸塩、アクリル樹脂、ポリオレフィン、ポ
リアミド、ポリエステル、ガラス、ロックウール、アルミナのような多結晶、チタン酸カ
リウムのような単結晶またはそれらの混合物である、請求項１に記載の積層体構造物。
【請求項３】
　電気絶縁物として使用するために適した積層体構造物であって、
ａ）９０～９９重量パーセントの均一に分散されたか焼マイカと、１～１０重量パーセン
トの支持材料とを含む第１の紙層であって、前記支持材料の重量による大部分は、フロッ
クの形態である、第１の紙層と、
ｂ）一方向または織フィラメントヤーンを含む支持体層であって、第１および第２の面を
有する支持体層と、
ｃ）９０～９９重量パーセントの均一に分散されたか焼マイカと、１～１０重量パーセン
トの支持材料とを含む第２の紙層であって、前記支持材料の重量による大部分は、フロッ
クの形態である、第２の紙層と
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を含み、
前記支持体層の前記第１の面は、前記第１の紙層の面に直接結合され、かつ前記支持体層
の前記第２の面は、前記第２の紙層の面に直接結合され、および
前記積層体構造物は、６０重量パーセント以上の全マイカ含有量を有する、積層体構造物
。
【請求項４】
　前記フロックは、アラミド、セルロース、酢酸塩、アクリル樹脂、ポリオレフィン、ポ
リアミド、ポリエステル、ガラス、ロックウール、アルミナのような多結晶、チタン酸カ
リウムのような単結晶またはそれらの混合物である、請求項３に記載の積層体構造物。
【請求項５】
　０．６３５～５．１センチメートル（０．２５～２インチ）の幅を有するテープの形態
における、請求項１～４のいずれか一項に記載の積層体構造物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
【表２】

　次に、本発明の好ましい態様を示す。
　１.電気絶縁物として使用するために適した積層体構造物であって、
ａ）９０～９９重量パーセントの均一に分散されたか焼マイカと、１～１０重量パーセン
トの支持材料とを含む第１の紙層であって、前記支持材料の重量による大部分は、フロッ
クの形態である、第１の紙層と、
ｂ）一方向フィラメント、または一方向ヤーン、または織ヤーンを含む支持体層であって
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、第１および第２の面を有する支持体層と
を含み、
前記支持体層の前記第１の面は、前記第１の紙層の面に直接結合され、
前記積層体構造物は、１５ｋＶ／ｍｍ以上の絶縁耐力、４００秒以下のガーレイ多孔度お
よび６０重量パーセント以上の全マイカ含有量を有する、積層体構造物。
　２.前記フロックは、アラミド、セルロース、酢酸塩、アクリル樹脂、ポリオレフィン
、ポリアミド、ポリエステル、ガラス、ロックウール、アルミナのような多結晶、チタン
酸カリウムのような単結晶またはそれらの混合物である、上記１に記載の積層体構造物。
　３.前記第１の紙層内の前記フロックは、前記第１の紙層内の前記支持材料の全量に基
づいて６０重量パーセント以上の量で存在する、上記２に記載の積層体構造物。
　４.前記第１の紙層内の前記フロックは、前記第１の紙層内の前記支持材料の前記全量
に基づいて８０重量パーセント以上の量で存在する、上記３に記載の積層体構造物。
　５.前記アラミドは、ポリ（メタフェニレンイソフタルアミド）である、上記２に記載
の積層体構造物。
　６.電気絶縁物として使用するために適した積層体構造物であって、
ａ）９０～９９重量パーセントの均一に分散されたか焼マイカと、１～１０重量パーセン
トの支持材料とを含む第１の紙層であって、前記支持材料の重量による大部分は、フロッ
クの形態である、第１の紙層と、
ｂ）一方向または織フィラメントヤーンを含む支持体層であって、第１および第２の面を
有する支持体層と、
ｃ）９０～９９重量パーセントの均一に分散されたか焼マイカと、１～１０重量パーセン
トの支持材料とを含む第２の紙層であって、前記支持材料の重量による大部分は、フロッ
クの形態である、第２の紙層と
を含み、
前記支持体層の前記第１の面は、前記第１の紙層の面に直接結合され、かつ前記支持体層
の前記第２の面は、前記第２の紙層の面に直接結合され、および
前記積層体構造物は、６０重量パーセント以上の全マイカ含有量を有する、積層体構造物
。
　７．前記フロックは、アラミド、セルロース、酢酸塩、アクリル樹脂、ポリオレフィン
、ポリアミド、ポリエステル、ガラス、ロックウール、アルミナのような多結晶、チタン
酸カリウムのような単結晶またはそれらの混合物である、上記６に記載の積層体構造物。
　８.１５ｋＶ／ｍｍ以上の絶縁耐力および４００秒以下のガーレイ多孔度を有する、上
記７に記載の積層体構造物。
　９.前記第１の紙層および前記第２の紙層の両方内の前記フロックは、前記それぞれの
紙層内の前記支持材料の全量に基づいて６０重量パーセント以上の量で存在する、上記８
に記載の積層体構造物。
　１０.前記第１の紙層および前記第２の紙層の両方内の前記フロックは、前記それぞれ
の紙層内の前記支持材料の前記全量に基づいて８０重量パーセント以上の量で存在する、
上記９に記載の積層体構造物。
　１１.前記支持体層の前記第１または第２の面上に接着剤をさらに含む、上記１～１０
のいずれか一に記載の積層体構造物。
　１２.前記支持材料は、アラミドフィブリドであるバインダーをさらに含む、上記１～
１１のいずれか一に記載の積層体構造物。
　１３．前記支持体層の前記フィラメントまたは繊維は、ガラスフィラメントまたは繊維
を含む、上記１～１２のいずれか一に記載の積層体構造物。
　１４.０．６３５～５．１センチメートル（０．２５～２インチ）の幅を有するテープ
の形態における、上記１～１３のいずれか一に記載の積層体構造物。
　１５.含浸用樹脂、ワニスまたはそれらの混合物をさらに含む、上記１～１４のいずれ
か一に記載の積層体構造物。
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